【形成養育費のみ】
債 権 差 押 命 令 申 立 書
（子の監護の費用に係る定期金債権（形成養育費）の一般先取特権による差押え）

東京地方裁判所民事第２１部　御中
令和　　年　　月　　日

債権者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
電　話
ＦＡＸ

　　　　　　　　当事者
担保権・被担保債権・請求債権   　別紙目録記載のとおり
差押債権


債権者は、債務者に対し、別紙請求債権目録記載の債権を有するが、債務者がその支払をしないので、別紙担保権目録記載の一般先取特権（子の監護の費用）に基づき、債務者が第三債務者に対して有する別紙差押債権目録記載の債権の差押命令を求める。　　

□  第三債務者に対し、陳述催告の申立て（民事執行法１９３条２項、１４７条１項）をする。

添付書類
１  書証　　　　　　　　　　　　　　通
２  証拠説明書　　　　　　　　　　　通
３  資格証明書　　　　　　　　　　　通
４  　　　　　　　　　　　　　　　　通

□については、レ又は■を付したもの。
当　　事　　者　　目　　録


〒●●●－●●●●　東京都〇〇区〇〇町○丁目○番○号
                        債権者　　○　○　〇　〇
（送達場所）  ☑上記住所　　□ 
　　　（連絡先）　　電話０３－○○○○－○○○○

                        
〒●●●－●●●●　東京都〇〇区〇〇町○丁目○番○号　
　　　　　　　　　　　　債務者　　○　○　〇　〇

〒●●●－●●●●　東京都〇〇区〇〇町○丁目○番○号
　　　　　　　　　　　　第三債務者　　株式会社〇〇商事
　　　　　　　　　　　　代表者代表取締役　　○　○　〇　〇

担保権・被担保債権・請求債権目録
（子の監護の費用に係る定期金債権（形成養育費）の一般先取特権）

１　担保権
債権者、債務者間の子○○、子△△（子の名）について民法７６６条の規定に基づく下記２記載の債権に係る、民法３０６条３号に基づく一般先取特権

２　被担保債権
 (1) 確定期限が到来している債権　金　　　　　円
 ア　金　　万円
      ただし、債権者、債務者間の子○○についての令和　年　月　から令和　年　月まで１か月金　　　円の養育費[footnoteRef:1]の未払分 [1:  形成養育費の額が月額８万円に子の数を乗じた額を上回る場合には、先取特権が付与された額として、（月額８万円×子の数）を記載する。] 

（支払期毎月　日）
 イ　金　　万円
     ただし、債権者、債務者間の子△△についての令和　年　月　から令和　年　月まで１か月金　　　円の養育費の未払分
（支払期毎月　日）
 (2) 確定期限が到来していない各定期金債権
  ア　令和　年　月から令和　年　月（債権者、債務者間の子○○が満　　歳に達する日の属する月）まで、毎月　日限り
金　　　万円ずつの養育費
   イ　令和　年　月から令和　年　月（債権者、債務者間の子△△が満　　歳に達する日の属する月）まで、毎月　日限り
金　　　万円ずつの養育費

３　請求債権
(1) 確定期限が到来している債権
　前記２(1)記載の債権及び執行費用　　合計金　　　　円
　　執行費用　　　金　　　　円
　　　（内訳）本申立手数料　　　　　　　　金　　　　円
　　　　　　　本申立書作成及び提出費用　　金　　　　円
　　　　　　　差押命令正本送達費用　　　　金　　　　円
　　　　　　　資格証明書交付手数料　　　　金　　　　円
(2) 確定期限が到来していない各定期金債権
　　前記２(2)記載の債権

差　押　債　権　目　録
（子の監護の費用に係る定期金債権（形成養育費）の一般先取特権）

１ 金　　　　　　　　　円
（担保権・被担保債権・請求債権目録記載の３(1)）
２ (1)  令和　　年　　月から令和　　年　　月まで、毎月　　日限り
  金　　　　　　　　円ずつ（担保権・被担保債権・請求債権目録記載の３(2) ）
(2)  令和　　年　　月から令和　　年　　月まで、毎月　　日限り
金　　　　　　　　円ずつ（担保権・被担保債権・請求債権目録記載の３(2) ）

債務者が第三債務者から支給される下記債権にして、まずは本命令送達時に既に支払期にあるもの（未払分）のうち支払期の古い順から、次いで本命令送達日以降支払期の到来するものから、頭書１及び２の金額に満つるまで
ただし、頭書２の(1)及び(2)の金額については、その確定期限の到来後に支払期が到来する下記債権に限る。
記
１  給料（基本給と諸手当、ただし通勤手当を除く。）から所得税、住民税及び社会保険料を控除した残額の２分の１（ただし、上記残額が月額６６万円を超えるときは、その残額から３３万円を控除した金額）
２ 賞与から１と同じ税金等を控除した残額の２分の１（ただし、上記残額が６６万円を超えるときは、その残額から３３万円を控除した金額）

なお、１及び２により弁済しないうちに退職したときは、退職金から所得税及び住民税を控除した残額の２分の１にして、１及び２と合計して頭書金額に満つるまで
